
 

名古屋スポーツコミッション活動支援業務委託 仕様書 

 

１ 件名 

名古屋スポーツコミッション活動支援業務委託 

 

２ 趣旨 

名古屋市において、トップスポーツチームや大規模大会の開催が可能な施設

を豊富に有するという強みを、スポーツ振興のみならず、地域課題の解決や交

流人口の増加、さらには都市イメージの向上へつなげていく機能を担う官民連

携の組織「名古屋スポーツコミッション」（以下、「コミッション」という。）が

令和 3年 9月に設立された。 

本業務委託は、コミッションが民間企業等の能力を活用し、令和 5 年度に計

画している事業の運営と、令和 6年度以降の団体の自立化を見据えた会員獲得

を円滑に実施できるように、活動支援業務を委託するものである。 

 

３ 契約期間 

契約締結日から令和 6 年 3 月 31 日まで 

 

４ 履行場所 

本市が指定する場所 

 

５ 業務内容 

  コミッションが円滑に活動を行えるように支援等を行うものとする。 

 

（１）コミッション事業の支援 

  受託者は、活動支援するにあたり、基本的に隔週開催する定例会に参加す

る等、コミッションと密に協議を行うこと。コミッションが令和 5 年度及び

次年度以降に実施を予定している事業に対し、収益の向上を目指した提案を

行うなど、より効果的に事業を実施できるよう、積極的に支援するよう努め

ること。 

 

（２）スポーツオープンイノベーションの開催 

   コミッションが地域のスポーツ産業とその周辺産業の活性化による地域

課題の解決を目指し、オープンイノベーションに取り組むにあたり、ビジネ

スマッチングや共創に繋がるイベントを 1回以上（審査は一次審査、二次審

査の 2 回を想定）行い、イベント後もスポーツチームと企業等を結び付ける

等の役割を持つコーディネーターを 1名選定すること。   

なお、コーディネーターは常勤である必要はない。また、コーディネータ



 

ーにかかる各種経費については、受託者において負担するものとする。 

 

（３）会員勧誘補助 

   新規会員勧誘のための対象者リストを作成し、対象者への接触を実施する。

勧誘対象者の選定に際し、コミッションが保持するリストに記載された約

1,000 団体を基に、対象者をスポーツに関連する事業者や選手・チームを輩

出・運営する団体、スポーツ関連イベントを実施した経験のある企業等、コ

ミッションの活動への賛同を期待できる者とするため、コミッションと協議

を重ねた上で完成させること。 

   また、勧誘対象者との接触においても、方法等について事前にコミッショ

ンと協議をした上で実施し、コミッションへの関心の度合い等を報告するこ

と。 

 

６ 運営上の要件 

（１）実施体制 

    実施体制には統括責任者及び業務責任者を定め、業務全般の活動を一元化

できること。なお、統括責任者及び業務責任者はコミッション事務局にて執

務するものではないが、各事業の実施に際してコミッションと密に連携を取

るよう努めること。 

（２）事業計画書の作成 

    契約締結後、年間の実施スケジュール（実施計画書）及び月次活動計画書

を作成し、提出すること。 

（３）業務完了報告書の作成 

事業実施後において、業務完了報告書を作成し、提出すること。 

 

７ その他 

（１）本業務の履行に当たっては、名古屋スポーツコミッション財務規程、契約

書及び本仕様書等を遵守し、指揮管理を徹底して、委託者に損害を生じせし

めないよう留意すること。 

（２）この仕様書に定めのないことで、本件業務を行う上でコミッションが特に

必要と認めたことについては、契約金額の範囲内で実施すること。 

（３）受託者は、業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。委託期間終了後も

同様とする。 

（４）受託者は、業務の履行に関して、社会通念上、市民から信用を失墜するよ

うな行為を行ってはならない。 

（５）この契約による事務の処理の委託を受けた者は、この契約の事務を処理す

るにあたり、別添「情報取扱注意項目」、「障害者差別解消に関する特記仕様

書」、「グリーン配送に関する特記仕様書」、「妨害又は不当要求に対する届出



 

義務について」、「暴力団関係事業者との契約解除に係る特約条項」「談合その

他の不正行為に係る特約条項」、のほか関係法令を遵守しなければならない。 

（６）契約書及び本仕様書に明記されていない事項については、受託者は委託者

と協議し、その指示に従うこと。また、業務の遂行において実施内容等につ

いて変更があった場合や疑義が生じた場合にあっても同様とする。 

（７）本事業の実施途中で問題、事故等が発生した場合については、直ちに委託

者へ連絡・協議するとともに、受託者の責任において解決を図ること。 

  



 

情報取扱注意項目 

 

（基本事項） 

第 1 この契約による事務の処理（以下「本件業務」という。）の委託を受け

た者（以下「乙」という。）は、本件業務を履行するに当たり、情報保護の

重要性を認識し、情報の適正な保護及び管理のために必要な措置を講じると

ともに、個人の権利利益を侵害することのないようにしなければならない。 

（関係法令等の遵守） 

第 2 乙は、本件業務を履行するに当たり、当該業務に係る関係法令のほか、

名古屋市情報あんしん条例（平成16年名古屋市条例第41号。以下「あんしん

条例」という。）、個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第57号。以

下「保護法」という。）、名古屋市個人情報保護条例（令和 4年名古屋市条例

第56号。以下「保護条例」という。）その他情報保護に係る関係法令も遵守

しなければならない。 

（適正管理） 

第 3 乙は、本件業務に関して知り得た委託者（以下「甲」という。）から取

得した情報及び委託の趣旨に基づき市民等から取得した情報（これらを加工

したものを含み、委託の趣旨に基づき甲に提供される予定のものに限る。以

下「取得情報」という。）の漏えい、滅失又は改ざんの防止その他の取得情

報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。 

（個人情報の適正取得） 

第 4 乙は、本件業務を履行するために、個人情報（保護法第 2 条第 1 項に規

定する個人情報をいう。以下同じ。）を収集するときは、当該業務を履行する

ために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により収集しなければならな

い。 

（第三者への提供及び目的外使用の禁止） 

第 5 乙及び本件業務に従事している者又は従事していた者は、取得情報を正

当な理由なく第三者に知らせ、又は当該業務の目的外に使用してはならな

い。 

2 前項の規定は、契約の終了（契約を解除した場合を含む。以下同じ。）後に

おいても同様とする。 

（再委託の禁止又は制限等） 

第 6 乙は、甲の承認を得ることなく、本件業務を第三者に委託してはならな

い。 

2 乙は、本件業務を第三者に委託する場合は、取得情報の取扱いに関し、こ

の契約において乙が課せられている事項と同一の事項を当該第三者に遵守さ

せなければならない。 

3 乙は、機密情報の取扱いを伴う本件業務を委託した第三者からさらにほかの

第三者に委託（以下「再々委託」という。）させてはならない。ただし、再々



 

委託することにやむを得ない理由がある場合であって、甲が認めたときはこの

限りではない。 

（複写及び複製の禁止） 

第 7 乙は、甲から指示又は許可された場合を除き、取得情報が記録された資

料及び成果物（甲の指示又は許可を受けてこれらを複写し、又は複製したも

のを含む。以下同じ。）を複写し、又は複製してはならない。 

（情報の返却及び処分） 

第 8 乙は、取得情報が記録された資料のうち甲から取得したものを取り扱う

必要がなくなったときは、その都度速やかに甲に返却しなければならない。

ただし、甲の承認を得た場合はこの限りでない。 

 2 乙は、前項に規定する場合を除き、取得情報を取り扱う必要がなくなった

ときは、その都度確実かつ速やかに切断、溶解、消磁その他の復元不可能な

方法によって処分しなければならない。ただし、甲の承認を得た場合はこの

限りではない。 

（情報の授受及び搬送） 

第 9 取得情報並びに取得情報が記録された資料及び成果物の授受は、すべて

甲の指名する職員と乙の指名する者との間において行うものとする。 

2 乙は、取得情報を搬送する際には、漏えい、滅失又は毀損が起こらないよう

にしなければならない。 

（報告等） 

第10 乙は、甲が取得情報の保護のために実地調査をする必要があると認めた

ときは、これを拒んではならない。また、甲が取得情報の保護について報告

を求めたときは、これに応じなければならない。 

2 乙は、取得情報の漏えい、滅失又は改ざん等の事故が生じ、又は生ずるお

それがあることを知ったときは、直ちに甲に報告し、甲の指示に従わなけれ

ばならない。 

（従事者の教育） 

第11 乙は、本件業務に従事している者に対し、あんしん条例、保護法、保護

条例その他情報保護に係る関係法令を周知するなど、情報の保護に関し十分

な教育を行わなければならない。 

 2 乙は、本件業務が個人情報を取り扱う業務である場合、当該業務に従事し

ている者に対し、保護法（乙が、市会に係る個人情報の取り扱いの委託を受

けた者の場合は、保護条例）に規定された罰則の内容を周知しなければなら

ない。 

3 乙は、本件業務に従事している者に対し、あんしん条例に規定された罰則の

内容を周知しなければならない。 

 4 乙は、情報の取扱いに関するマニュアルを作成し、本件業務に従事してい

る者に対し、その内容並びに守秘義務に関する事項及び取得情報の目的外利

用の禁止又は制限に関する事項を周知しなければならない。 



 

（契約解除及び損害賠償等） 

第12 甲は、乙が情報取扱注意項目に違反していると認めたときは、次の各号

に掲げる措置を講じることができる。 

(1) 契約を解除すること。 

(2) 損害賠償を請求すること。 

(3) 取得情報が漏えいし、市民の権利が害されるおそれがあると認めるときは

、あんしん条例第34条第 1項の規定に基づき勧告し、その勧告に従わなかっ

たときは、同条第 2項の規定に基づきその旨を公表すること。 

 2 前項第 2号及び第 3号の規定は、契約の終了後においても適用するものと

する。 

（特定個人情報に関する特則） 

第 13 乙は、本件業務が特定個人情報（行政手続における特定の個人を識別す

るための番号の利用等に関する法律（平成 25 年法律第 27 号。以下「番号利

用法」という。）第 2 条第 8 項に規定する特定個人情報をいう。以下同じ。）

を取り扱う事務である場合、あらかじめ甲の承認を得た場合を除き、本件業

務の履行場所から特定個人情報を持ち出してはならない。 

2 乙は、本件業務において特定個人情報を取り扱う者を明確にしなければな

らない。なお、甲から求めがあるときは、特定個人情報を取り扱う者につい

て速やかに報告しなければならない。 

3 乙は、第 1項及び第 2項に規定する事項のほか、番号利用法第 2条第12項

に規定する個人番号利用事務実施者としての義務を果たすこと。 

（電子情報の消去に関する特則） 

第 14 乙は、甲が使用する機器の記録媒体を廃棄又はリース（賃貸を含む。）を

している機器の記録媒体を返却するに当たり、本件業務により当該機器の記

録媒体に記録された電子情報の消去を行う場合は、全ての情報を消去の上、

復元不可能な状態にしなければならない。 

2 乙は、前項の消去を行ったときは、電子情報を復元可能な方法によって消

去したことを証する写真その他の証拠を添えた証明書等を提出して、甲の確

認を受けなければならない。 

  



 

障害者差別解消に関する特記仕様書 

 

 

 （対応要領に沿った対応） 

第 1 条 この契約による事務事業の実施（以下「本件業務」という。）の委託を受

けた者（以下「受託者」という。）は、本件業務を履行するに当たり、障害を理

由とする差別の解消の推進に関する法律（平成 25 年法律第 65 号。以下「法」

という。）、愛知県障害者差別解消推進条例（平成 27 年愛知県条例第 56 号）、

及び名古屋市障害のある人もない人も共に生きるための障害者差別解消推進

条例（平成 30 年名古屋市条例第 61 号）に定めるもののほか、障害を理由とす

る差別の解消の推進に関する名古屋市職員対応要領（平成 28 年 1 月策定。以

下「対応要領」という。）に準じて、不当な差別的取扱いの禁止、合理的配慮の

提供その他障害者に対する適切な対応を行うものとする。 

 2 前項に規定する適切な対応を行うに当たっては、対応要領にて示されている

障害種別の特性について十分に留意するものとする。 

 

 （対応指針に沿った対応） 

第 2 条 前条に定めるもののほか、受託者は、本件業務を履行するに当たり、本

件業務に係る対応指針（法第11条の規定により主務大臣が定める指針をいう。）

に則り、障害者に対して適切な対応を行うよう努めなければならない。 

 

  



 

グリーン配送に関する特記仕様書 

 

 

（基本事項） 

第1 この契約の相手方（以下「契約業者」という。）は、本契約にかかる名古屋

スポーツコミッション（以下「コミッション」という。）への物品の納入に、

自動車（二輪自動車を除く。）を使用する場合、名古屋市グリーン配送実施要

綱に定めるグリーン配送を実施するよう努めなければならない。なお、物品の

納入業務を他人に委託する場合は、契約業者から委託を受けて物品の納入を

行う事業者（以下「納入業者」という。）に、グリーン配送を実施させるよう

努めなければならない。 

（グリーン配送に使用する車両） 

第 2 グリーン配送に使用する車両は、車種規制非適合車を除く次の自動車とす

る。 

 （1）電気自動車           （2）天然ガス自動車 

（3）メタノール自動車        （4）ハイブリッド自動車 

（5）低排出ガス車かつ低燃費車    （6）燃料電池自動車 

（7）車両総重量 3.5ｔ超のガソリン車・ＬＰガス車・新長期規制適合以降ディ

ーゼル車 

 （8）クリーンディーゼル自動車    （9）プラグイン・ハイブリッド自動

車 

 （10）低排出ガス車          （11）低燃費車 

（12）超低ＰＭ排出ディーゼル車    （13）ＬＰガス貨物自動車 

（14）車両総重量 3.5ｔ超の新短期規制適合ディーゼル車 

（15）その他、環境局長が認めるもの 

 

注 「車種規制非適合車」とは「自動車 NOx・PM 法」に定める窒素酸化物排出

基準又は粒子状物質排出基準に適合しない自動車である。 

 

 （エコドライブの実施） 

第 3 自ら物品の納入を行う契約業者又は納入業者は、物品の納入にあたり、エ

コドライブの実施に努めなければならない。 

 （調査への協力） 

第 4 自ら物品の納入を行う契約業者又は納入業者は、物品の納入にあたり、コ

ミッションが別途交付する名古屋市グリーン配送適合車両届出済証又はグリ

ーン配送実施計画届出済証を携帯するよう努めなければならない。また、コミ

ッションがグリーン配送に関する必要な調査を実施する場合は、その指示に

従うこととする。 

  



 

妨害又は不当要求に対する届出義務に関する特記事項 

 

１ 受注者は、契約の履行に当たって、暴力団又は暴力団員等から妨害（不法な

行為等で、業務履行の障害となるものをいう。）又は不当要求（金銭の給付等一

定の行為を請求する権利若しくは正当な利益がないにもかかわらずこれを要

求し、又はその要求の方法、態様若しくは程度が社会的に正当なものと認めら

れないものをいう。）を受けた場合は、市へ報告し、警察へ被害届を提出しなけ

ればならない。 

２ 受注者が１に規定する妨害又は不当要求を受けたにもかかわらず、前項の報

告又は被害届の提出を行わなかった場合は、競争入札による契約又は随意契約

の相手方としない措置を講じることがある。 

  



 

暴力団関係事業者との契約解除 

 

（委託者の解除権） 

第 1 条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこ

の契約を解除することができる。 

(1) 役員等（法人にあっては非常勤を含む役員及び支配人並びに営業所の代

表者、その他の団体にあっては法人の役員等と同様の責任を有する代表者

及び理事等、個人にあってはその者及び支店又は営業所を代表する者をい

う。以下この項において同じ。）が暴力団員等（暴力団員による不当な行

為の防止等に関する法律（平成 3 年法律第 77 号）第 2 条第 2 号に規定す

る暴力団（以下この項において「暴力団」という。）の構成員、及び暴力

団と関係を持ちながら、その組織の威力を背景として暴力的不法行為等を

行う者をいう。以下この項において同じ。）であると認められるとき。 

(2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められるとき。 

(3) 役員等又は使用人が、暴力団の威力若しくは暴力団員等又は暴力団員等

が経 営若しくは運営に実質的に関与している法人等（法人その他の団体又

は個人をいう。以下この項において同じ。）を利用するなどしていると認

められるとき。 

(4) 役員等又は使用人が、暴力団若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営

若しくは運営に実質的に関与している法人等に対して資金を供給し、又は

便宜を供与するなど暴力団の維持運営に協力し、又は関与していると認め

られるとき。 

(5) 役員等又は使用人が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき

関係を有していると認められるとき。 

(6) 役員等又は使用人が、前各号のいずれかに該当する法人等であることを

知りながら、これを利用するなどしていると認められるとき。 

2  前項各号のいずれかに該当し、かつ、委託者が契約を解除した場合における

当該契約解除に係る違約金の徴収については、名古屋市契約規則（昭和 39 年

名古屋市規則第 17 号）第 45 条第 2 項又は第 3 項の規定に基づく本約款の手

続によるものとする。 

 

  



 

談合その他の不正行為に係る特約条項 

 

（談合その他の不正行為に係る発注者の解除権） 

第 1 条 委託者（以下「発注者」という。）は、受託者（以下「受注者」という。）

がこの契約に関して次の各号のいずれかに該当したときは、直ちにこの契約を

解除することができる。 

(1) 受注者が、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和22年法

律第54号。以下「独占禁止法」という。）第 3 条、第 6 条、第 8 条又は第19

条の規定に違反（以下「独占禁止法違反」という。）するとして、独占禁止

法第49条に規定する排除措置命令又は第62条第 1 項に規定する納付命令を

受け、当該命令が確定したとき。   

 (2) 受注者又は受注者の役員若しくは受注者の使用人が、刑法（明治40年法律

第45号）第96条の ６ 若しくは第1 9 8条又は独占禁止法第89条第 1 項、第90条

第 1 号若しくは第 2 号若しくは第95条第 1 項第 1 号に規定する罪を犯し、刑

に処せられた（刑の執行が猶予された場合を含む。以下同じ。）とき。 

 (3) 前 2号に規定するもののほか、受注者又は受注者の役員若しくは受注者の

使用人が、独占禁止法違反行為をし、又は刑法第96条の ６ 若しくは第1 9 8条

の規定に該当する行為をしたことが明らかになったとき。 

 2  前項各号のいずれかに該当し、かつ、発注者が契約を解除した場合における

当該契約解除に係る違約金の徴収については、名古屋スポーツコミッション

財務規程（以下「財務規程」という。）第45条第 1 項又は第 2 項の規定に基

づく本約款の手続によるものとする。 

（談合その他の不正行為に係る賠償額の予定） 

第 2 条 受注者がこの契約に関して前条第 1 項各号のいずれかに該当したとき

は、発注者が契約を解除するか否かにかかわらず、受注者は、財務規程第45

条第 1 項又は第 2 項の規定に基づく金額を支払わなければならない。ただし、

次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。 

(1) 前条第 1 項第 1 号及び第 3号のうち、独占禁止法違反行為が、独占禁止法

第 2 条第 9 項に基づく不公正な取引方法（一般指定）（昭和57年 6 月18日公

正取引委員会告示第15号）第 6 項で規定する不当廉売の場合など発注者に

金銭的損害が生じない行為として、受注者がこれを証明し、そのことを発注

者が認めるとき。 

(2) 前条第 1 項第 2号のうち、受注者又は受注者の役員若しくは受注者の使用

人が刑法第1 9 8条に規定する罪を犯し刑に処せられたとき、又は同項第 3

号のうち、刑法第1 9 8条の規定に該当する行為をしたことが明らかになっ

たとき。ただし、受注者又は受注者の役員若しくは受注者の使用人が刑法第

96条の ６ の規定にも該当し、刑に処せられたとき（同項第 3号については、

刑法第96条の ６ の規定に該当する行為をしたことも明らかになったとき。）



 

を除く。 

 2  第 1 項に規定する場合において、受注者が共同企業体であり、既に解散して

いるときは、発注者は、受注者の代表者であった者又はその構成員であった

者に同項に規定する賠償金及び利息の支払を請求することができる。この場

合において、受注者の代表者であった者及びその構成員であった者は、連帯

して支払わなければならない。 

 3  第 1 項の規定にかかわらず、発注者に生じた損害の額が同項に規定する賠償

金の額を超える場合は、発注者は、受注者に対しその超過分につき賠償を請

求することができる。 

 4  前 3 項の規定は、この契約による履行が完了した後においても適用するもの

とする。 

 

 

 

 


